
京 都 大 学 国 際 戦 略 本 部 規 程 新 旧 対 照 表 

改   正   前 改   正   後 

（前 略） 

（本部長） 

第３条 本部に、本部長を置く。 

２ 本部長は、本学の理事のうちから、総長が指名す

る。 

３ 本部長の任期は、２年の範囲内で総長が定める。

ただし、指名する総長の任期の終期を超えることは

できない。 

４ 本部長は、再任されることがある。 

５ 本部長は、本部の所務を掌理する。 

 （中 略） 

 （雑則） 

第１４条 本部に関する事務は、企画・情報部企画課

において行う。 

 （後 略） 

 

 

（本部長） 

第３条 （同 左） 

２ 本部長は、本学の理事又は教職員のうちから、総

長が指名する。 

３ 

 

 

４ 

５ 

 

 （雑則） 

第１４条 本部に関する事務は、企画・情報部におい

て行う。 

 

附 則 

 この規程は、平成３０年５月１日から施行し、改正

後の第１４条の規定は、平成３０年４月１日から適用

する。 

 

（同 左） 


